単価契約仕様書
文化市民局美術館　

	件名
	（単価契約）京都市美術館所蔵作品データ等翻訳業務（英語）

	予定数量
	時間内業務時間３１０時間、時間外業務時間０時間

	契約期間
	令和８年５月１日　～　令和９年３月３１日

	契約条件
	　京都市美術館所蔵作品データ等翻訳補助業務を「労働者派遣事業の適正な運用の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」（以下「派遣法」という）及びその他関連法令の定めに基づき、京都市美術館の指揮命令の下、派遣元事業者が雇用する労働者（以下派遣労働者という。）により実施する際の業務仕様を定めるものである。

　１　業務内容
(1) 　所蔵品のデータ※及び作品等解説文並びに音声ガイド用の原稿について、日本語から英語への翻訳内容が適切か否かの確認を行う。また、修正が必要なもののうち軽微なものについて翻訳を行う。
(2) 　既に英語訳されている作品解説文等について、英語を母語とする者の観点に留意しながら、編集を行う。
(3) 　その他、英語翻訳に関する補助業務を行う。
· 所蔵品のデータとは、本館所蔵品の作者名、生没年、作品名、制作年、形状・材質、サイズ、展覧会名等を指す。

　２　期間
　　　令和８年５月１日から令和９年３月３１日までのうち４０日程度
但し、年末年始（１２月２８日から１月３日まで）を除く。

　３　業務時間
　　　午前９時３０分から午後６時１５分までとする。
休憩時間は午後１時００分から午後２時００分までの６０分間とす
る。
実働７時間４５分とする。


　４　派遣労働者の員数
　　　１名

　５　就業場所
(1) 京都市左京区岡崎円勝寺町１２４番地
　京都市京セラ美術館　２階　事務室
(2) その他、京都市美術館学芸企画課長が臨時的に認めた場所

６　業務料
　業務料は１人１時間当たりの単価で定め、各月初日から末日までの実業務時間の合計を乗じた料金とする。ただし、１日の実業務時間が７時間４５分を超える場合、超えた分の業務料は、２５パーセント増しとする。
　 なお、京都市美術館以外の勤務場所への交通費及び日当については、派遣元事業者の負担とする。

７　予定数量
 　　　時間内業務　　３１０時間
　　 　時間外業務　　　　０時間
　なお、予定数量は、予測によるものであり、業務量に基づき増減する場合がある。予定数量に満たない場合、京都市美術館は何ら補償しない。加えて、その業務が一箇月間に行われる日数は、１０日以下とする。

８　業務料の請求及び支払い
(1)　派遣元事業者は、京都市美術館の承認を受けた就業確認書（タイムシート）等に基づき、業務料の請求を行う。
(2)　派遣元事業者に対する支払いは月１回とし、毎月末日で締切り、派遣元事業者からの適法な支払請求書を受理したときは、３０日以内に派遣元事業者に当該請求金額を支払うものとする。

　９　派遣元責任者
　　　派遣元事業者は派遣法等関係法令の定めに基づき、自己の雇用する　　労働者の中から派遣元責任者を選任し、派遣労働者の適正な就業確保のための措置を講じなければならない。

10　派遣先責任者
  京都市美術館における派遣先責任者及び指揮命令者は京都市美術館
学芸企画課長とする。
11　派遣労働者の確保等
(1) 　派遣労働者については、英語についてネイティブスピーカーと同等の能力を持ち（ＴＯＥＩＣ９００点程度）、かつ、本仕様において定める業務を遂行することに必要な実務的能力、業務処理能力及び応対能力を有する者を派遣元事業者が責任を持って選定確保すること。なお、芸術に精通したものであること、美術館での勤務経験がある、芸術大学出身である等、美術作品に多少の知識があること。
(2) 　派遣元事業者は、選定・確保した派遣労働者に対して、個人情報の取扱い及び業務に必要な知識・技能等について就業前に研修を行うこと。
(3) 　派遣元事業者は派遣労働者の１箇月間の勤務予定表を事前に京都市美術館に提出すること。
(4) 　派遣労働者が長期的な病気・休暇等により就業できないときは、必要に応じ交替者を選定、派遣すること。

12  派遣元事業者及び派遣労働者の遵守事項
(1) 　派遣元事業者は派遣法をはじめ労働法その他関係法令を遵守すること。
(2) 　派遣元事業者は、派遣労働者の就業に先立ち当該労働者の氏名を書面により派遣先責任者に通知すること。
(3) 　派遣労働者の業務遂行能力、勤務態度等について派遣先責任者が不適当と認めた場合には、派遣元事業者と協議の上、交替させることができる。
(4) 　派遣労働者の故意又は重大な過失により損害が発生した場合は、派遣元事業者及び京都市美術館が協議の上、派遣元事業者の責任において当該損害の賠償にあたること。

13　個人情報の保護
　　派遣元事業者は、この派遣業務を処理するための個人情報の取扱い　　　については、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。

14　安全及び衛生
本件業務の遂行に伴う安全衛生の管理については、派遣元事業者及び京都市美術館が連携し、労働基準法、労働安全衛生法その他関係法令の規定に基づき適切に処理することとする。

15　苦情の処理
派遣元事業者及び京都市美術館双方に苦情の申出を受ける者を定め、本件業務の遂行に伴い派遣労働者から苦情の申出が為された場合には、双方が協力し適切に処理することとする。

16　その他
その他、本仕様に定めのない事項については、派遣元事業者及び京都市美術館が協議の上、円満な解決を図るよう努めるものとする。




